
　・助産師を養成する学校に通学する場合、修学資金の貸与を受けることができます。
　・最長で３年間豊橋市民病院に勤務することにより、返済が免除されます。

制度の概要
助産師を養成する学校等に在学し、卒業後、助産師として本院に勤務しようとする方　
１ヶ月につき10万円以内、総額で120万円以内
貸付を契約した月から卒業する日の属する月まで

資格
貸付金額　
貸付期間　

返済の免除
修学資金の貸与を受けた期間の３倍に相当する期間（当該期間が3年を超えるときは3
年）、本院に勤務した場合返済を免除されます

豊橋市民病院
助産師修学資金のご案内

貸付のモデルケース
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助産師学校１年

書類申請・面接 職員採用試験受験

例 ： 毎月１０万円、１年間で１２０万

返済免除

詳しい内容についてのお問合せは
豊橋市民病院 事務局 管理課 職員担当
℡(0532)33-6277 (直通)
豊橋市民病院のホームページにも詳細が掲載
してあります。

勤務１年目 勤務３年目勤務２年目


